
1． ６．
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個人

法人 ７．

４．

１名

１名以上

０名

１名

１名以上 ８．

５． ２日

１日

ほとんど

とれない

その他

１ 名　（７％）

　１０１時間以上 １ 名　（７％）

１週間のうち休みの日数（開設者のみ）

　４ 名　（２９％）

　６ 名　（４３％）

　３ 名　（２１％）

の歯科医師との情報・意見交換

　よくできる ７ 名　（５０％）

　あまりできない ４ 名　（２９％）

　どちらともいえない ２ 名　（１４％）

　無回答 １ 名　（  ７％）

　４２時間以内 ４ 名　（５０％）

　４３～５０時間 ３ 名　（２９％）

　５１～６０時間 ２ 名　（１４％）

　６１～６０時間 １ 名　（７％）

　７１～８０時間 ２ 名　（１４％）

　８１～９０時間

彫りとなりました。

開設者の年齢 （2016年4月1日現在）

平均年齢　５７．５　歳

開業年数 （2016年4月1日現在）

開業形態

１１ 名　（７９％）

　３ 名　（２１％）

事業所の規模

　栃木県保険医協会は、宇都宮市保健所に対して情報開示請求を行い、宇都宮市内の歯科技工所の名称・住所

を入手。116か所の歯科技工所に対して「歯科技工所アンケート」を実施しました。うち16件は、「あてどころに尋ね

あたりません」と協会に返送されてきました。アンケートは14件から回答がありました（回答率14％）。

　歯科技工物の価格が低くなる原因について問うたところ、補綴関連の低診療報酬が原因だと思うが8件（57％）。

また、適正な技工料金を保障するための方策の問いには、歯科診療報酬の大幅引き上げ必要が7件（50％）。最

低価格保障制度の設立が12件（70％）。概ね7：3の再徹底を望む声が11件（79％）でした。また、仕事にやりがい

2016年　歯科技工所アンケート　　　栃木県保険医協会調べ

を感じると半数が答える一方で、後継者については11件（79％）が「いない」と回答。深刻な状況にあることが浮き

（営業・納品等）に係る時間（一人平均）

①歯科技工に係る時間

　平均時間　９．２　時間

②外交に係る時間

　平均時間　約 ２ 時間

②事務職員数

①歯科技工士数

１１ 名　（７９％）

　３ 名　（２１％）

６ 名　（４３％）

６ 名　（４３％）

２ 名　（１４％）

１日の労働で、技工に係る時間と外交

やりがいある仕事にも関わらず、「後継者なし」8割

平均開業年数　２１．３　年

営業・納品時における技工物について

１週間の労働時間（開設者のみ）

　１ 名　（７％）
（　自由に　　　　　　　　　　）



９．

１０．

１１．

１３．

１２．

①歯科診療報酬の大幅引き上げ

　そう思う ７ 名　（５０％）

　そう思わない ３ 名　（２１％）

　分からない ４ 名　（２９％）

     希望幅   ４，５００～６，０００ 円

　そう思わない １ 名　（７％）

　そう思わない 　１ 名　（７％）

③概ね ７：３ の再徹底

　そう思う １１ 名　（７９％）

④歯科技工所からの直接保険請求

　そう思う １０ 名　（７１％）

　そう思わない 　３ 名　（２１％）

　無回答 　１ 名　（７％）

　分からない ４ 名　（２１％）

　分からない 　３ 名　（２１％）

③歯科医療機関の経営悪化

　そう思う １０ 名　（７１％）

　そう思わない 　１ 名　（７％）

　分からない 　３ 名　（２１％）

④上記以外の方法

　・歯科医師会のリーダーシップ

　・歯科は、医科の中に含まれるべき

   受託契約書の発行

　・試適から製作物すべてに対して7：3の

④歯科技工所間のダンピング競争

　そう思う １０ 名　（７１％）

歯科技工物の価格が低くなる要因

昨年の可処分所得　

（総売上－経費　おおよその年額）

法人の場合は代表者の報酬

平均総売上　５２９　万円

①補綴関連の低診療報酬

昨年度の総売上（おおよその年額）

平均総売上　１５３０　万円

　そう思わない ２ 名　（１４％）

　分からない ４ 名　（２９％）

②歯科医院による値下げ要請

　そう思う ８ 名　（５７％）

適正な技工料金を保障するために

どのような方策が有効か

　そう思う ９ 名　（７１％）

     現行幅   ３，０００～６，５００ 円

　希望平均　５，１００ 円

　・歯科技工士法で守られた歯科医院との

②最低価格保障制度

　そう思う １２ 名　（８６％）

　そう思わない 　２ 名　（１４％）

　そう思わない 　１ 名　（７％）

　分からない 　２ 名　（１４％）

　 請求が出来たらと思う

下記の保険技工物の現行料金と希望

する料金

①硬質レジン前装冠

     現行幅  ４，２００～８，０００ 円

　希望平均　７，６９０ 円

     希望幅  ６，５００～１０，０００ 円

②有床義歯５～８歯（床基本料）

　現行平均　４，０５０ 円

　現行平均　５，７００ 円



１５．

１４． １６．

１７．

鋳造冠、パーシャルの料金が安すぎ、

作業模型の修正、ロー流し、義歯の掘

り出し、義歯、各個トレー、配列、咬合

床、有床義歯、Ｂｒ（特にポンティック部）

ワイヤー・クラスプ、屈曲クラスプ、屈曲

バー、硬質レジン前装冠、技工物の全

部、送料、金属を歯科医師あずかりに

して欲しい

　現行平均　１，４４０ 円

     現行幅   １，０００～１，５００ 円

　希望平均　１，８９０ 円

③有床義歯９～１１歯（床基本料）

　現行平均　５，７８０ 円

     現行幅   ４，５００～８，０００ 円

　希望平均　６，９００ 円

     希望幅   ６，５００～７，５００ 円

④インレー複雑

保険技工で最も不採算と思うものを

あげてください

インレー、アンレー、部分床義歯、全部

後継者の有無

④インレー複雑

　平均時間　１３３ 分

　　時間幅　 ２０～２４０分

　希望平均　２，１４０ 円

     希望幅   １，５００～５，０００ 円

下記の保険技工物の製作に要する時間

①硬質レジン前装冠

　平均時間　１８６ 分

　　時間幅　 ７０～３６０ 分

     希望幅   １，５００～２，０００ 円

⑤全部鋳造冠

　現行平均　２，５２０ 円

     現行幅   ２，０００～４，０００ 円

　希望平均　３，３２０ 円

     希望幅   ２，６００～５，０００ 円

⑥鋳造二腕鉤

　現行平均　１，４００ 円

     現行幅   １，１００～２，０００ 円

⑤全部鋳造冠

　平均時間　１５７ 分

　　時間幅　 ６０～２７０分

⑥鋳造二腕鉤

　平均時間　１０７ 分

　　時間幅　 ３０～２００分

　その他 ４ 名　（２９％）
（ある時とない時がある）

　いる 　２ 名　（１４％）

　いない １１ 名　（７９％）

　その他 　１ 名　（７％）

　ある ７ 名　（５０％）

　ない ３ 名　（２１％）

③有床義歯９～１１歯（床基本料）

　平均時間　１８８ 分

　　時間幅　 ６０～３３０ 分

②有床義歯５～８歯（床基本料）

　平均時間　１７４ 分

　　時間幅　 ６０～３３０ 分

仕事のやりがい



１８． 自由意見欄

・製作に要する時間　�模型製作６０分　咬合器製作３０分　ワックスアップ３０分　

　　　　　　　　　　　　　　   鋳造１２０分　研磨３０分　レジン盛り上げ６０分　形態修正３０分

・技工士の離職は歯止めがきかず、随時募集していても全く技工士が集まらない状況で

 す。少ない人数での作業なのでますます１人にかかる負担が大きくなり、将来がとても心

 配です。ここ何十年か、技工料は金は変化がなく値上げをすれば仕事がなくなるので、

 技工士の待遇（給与・休暇・福利厚生など）をよくしたくても現実難しい状況が続いていま

 す。また、女性の割合が多いのも結婚による離職率が高くなる要因かと思われます。男

 性が一生の職業に選ぶことができるようにするには、一般企業と同じ福利厚生、休暇、

 賃金、労働環境が不可欠だと思われます。早急な取引価格の改善が必要かと思われま

 す。

・概ね７：３が無理なら直接保険請求を希望します。

・技工料が安いため生活が苦しい。一般の自営業に比べると、技工に係る時間が多いの

 のは問題だと思います。７：３は義務ではないので、「うちはもっと安くしますよ」という技工

 所があれば、他はそれに合わせないとなりません。安くやる技工所も、製作物は普通に

 合格ライン以上の物は作りますので、製作物の善し悪しで差を付ける事ができません。

 全ての技工物とはいかないまでも、いくつかの技工物については料金を決めて統一しな

 いと、料金の競争をしてしまい、収入が減り、高額なＣＡＤ/ＣＡＭの移行はあまり進まな

 思います。改善していただけます事を願っております。よろしくお願い申し上げます。

 に所得が低い。そのために若い技工士がいない。若かったら技工士はやめている。人は

 技工をやる時間には限界がある。なのに所得は低い。苦しい。助けてください。

・現状の歯科医院への請求では何十年続けても良い方向へは向かないと思う。反対意見

 も多くあると思いますが、直接保険請求にならない限り解決の道はない。膨大な不正請求

 も少なくなり、技工士業だけでなく衛生士業にも明るい環境ができると思われる。

・歯科技工の重要度を理解してもらう。国民、医科・歯科すべての医療関係者、歯科医師

 会、技工士会衛生士会、この三団体はもっと団結して行動すること。医科の中に含まれ

 る歯科であるべき。

・歯科医師は診療内容に対して点数が決まっているのに、技工に関しては決まっていない


